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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークノードによって、時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（Ｕ
Ｌ／ＤＬ）構成表示パターンを受信することを含む方法であって、
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンが、固定ダウンリンク・サブフレーム・イン
デックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する
ために用いられ、前記複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成の各々は、特定の構成されたキャリ
アに関連する、
方法。
【請求項２】
　最高５つのキャリアは、一つ以上の固定ダウンリンク・サブフレームの前記ＤＣＩフォ
ーマット１Ｃにサポートされる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ダウンリンク・サブフレーム＃０、＃１、＃５、または＃６のうちの少なくとも一つは
、前記構成されたキャリアの全てのための前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する請求項
１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記構成表示パターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームの一つのＤＣＩフォ
ーマット１Ｃの前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と前記キャリアインデックスのマッピング関
係を有する請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリン
グを使用して構成される、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを
受信する受信手段を備える装置であって、
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、固定ダウンリンク・サブフレーム・イン
デックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する
ために用いられ、前記複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成の各々は、特定の構成されたキャリ
アに関連する、
装置。
【請求項７】
　最高５つのキャリアは、一つ以上の固定ダウンリンク・サブフレームの前記ＤＣＩフォ
ーマット１Ｃにサポートされる請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　ダウンリンク・サブフレーム＃０、＃１、＃５、または＃６のうちの少なくとも一つは
、前記構成されたキャリアの全てのための前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する請求項
６または７に記載の装置。
【請求項９】
　前記構成表示パターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームの一つのＤＣＩフォ
ーマット１Ｃの前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と前記キャリアインデックスのマッピング関
係を有する請求項６～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリン
グを使用して構成される、請求項６～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　ネットワークノードによって、時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（Ｕ
Ｌ／ＤＬ）構成表示パターンを提供することを含む方法であって、
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンが、固定ダウンリンク・サブフレーム・イン
デックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する
ために用いられ、前記複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成の各々は、特定の構成されたキャリ
アに関連する、
方法。
【請求項１２】
　ダウンリンク・サブフレーム＃０、＃１、＃５、または＃６のうちの少なくとも一つは
、前記構成されたキャリアの全てのための前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリン
グを使用して構成される、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを
提供する提供手段を備える装置であって、
　前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、固定ダウンリンク・サブフレーム・イン
デックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する
ために用いられ、前記複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成の各々は、特定の構成されたキャリ
アに関連する、
装置。
【請求項１５】
　最高５つのキャリアは、一つ以上の固定ダウンリンク・サブフレームの前記ＤＣＩフォ
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ーマット１Ｃにサポートされる請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記構成表示パターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームの一つのＤＣＩフォ
ーマット１Ｃの前記ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と前記キャリアインデックスのマッピング関
係を有する請求項１４または１５に記載の装置。
【請求項１７】
　処理手段及び記憶手段を備える装置であって、前記記憶手段はプログラム命令を格納し
、前記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から５及
び１１から１３のいずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項１８】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から５及び１１から１３のいず
れかに記載の方法を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータ
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概して移動通信ネットワークに関するが、例えば、ユニバーサル
移動体通信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）次世代ＵＴＲＡＮ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）、および／また
はＬＴＥ-Ａに限定されない。
【０００２】
　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１３年９月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／８８３，４５３号
から優先権を主張するものである。これにより、この以前の出願の内容全体を参照によっ
て本願明細書に引用したものとする。
【背景】
【０００３】
　［関連技術の説明］
　ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲ
ＡＮ）は、基地局、またはノードＢ、および例えば無線ネットワークコントローラ（ＲＮ
Ｃ）を含む通信ネットワークに関連する。ＵＴＲＡＮは、ユーザ機器（ＵＥ）とコアネッ
トワークの間の連結性を可能にする。ＲＮＣは、一つ以上のノードＢのための制御機能を
提供する。ＲＮＣおよびその対応するノードＢは、無線ネットワークサブシステム（ＲＮ
Ｓ）と呼ばれている。Ｅ-ＵＴＲＡＮ（強化ＵＴＲＡＮ）の場合には、ＲＮＣは存在せず
、そして大部分のＲＮＣ機能は強化されたノードＢ（ｅノードＢまたはｅＮＢ）に含まれ
る。
【０００４】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）またはＥ-ＵＴＲＡＮは、改善された効率お
よびサービス、低コスト、ならびに新しい周波数帯機会の使用によるＵＭＴＳの改善に関
連する。特に、ＬＴＥは、少なくとも５０メガビット／秒（Ｍｂｐｓ）のアップリンク・
ピーク率および少なくとも１００Ｍｂｐｓのダウンリンク・ピーク率を提供する３ＧＰＰ
標準である。ＬＴＥは、２０ＭＨｚから下へ１．４ＭＨｚまでのスケーラブルキャリア帯
域幅をサポートし、そして周波数分割二重（ＦＤＤ）および時間分割二重（ＴＤＤ）の両
方ともサポートする。
【０００５】
　上記したように、ＬＴＥはまたネットワークの周波数帯効率を改善することができて、
キャリアが、所与の帯域幅以上のより多くのデータおよび音声サービスを提供できる。し
たがって、ＬＴＥは、大容量音声サポートに加えて高速データおよびメディア・トランス
ポートの必要を満たすように設計される。ＬＴＥの利点は、例えば、ハイスループット、
低い待ち時間、同じプラットフォームのＦＤＤおよびＴＤＤサポート、改善されたエンド
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ユーザエクスペリエンス、ならびに低い動作コストに結果としてなる簡単なアーキテクチ
ャを含む。
【０００６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（例えば、ＬＴＥ　Ｒｅｌ-１０、ＬＴＥ　Ｒｅｌ-１１、ＬＴＥ　Ｒ
ｅｌ-１２）の更なるリリースは、便宜のために本願明細書において単にＬＴＥ高度（Ｌ
ＴＥ-Ａ）システムと称される、将来の国際移動体通信高度（ＩＭＴ-Ａ）システムを目標
とする。
【０００７】
　ＬＴＥ-Ａは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線アクセス技術を拡張して、最適化するために行な
われる。ＬＴＥ-Ａの目的は、削減されたコストとともにより高いデータ転送速度および
より低い待ち時間によって著しく強化されたサービスを提供することである。ＬＴＥ-Ａ
は、下位互換性を保つとともに、ＩＭＴ-Ａの国際通信連合無線（ＩＴＵ―Ｒ）要件を満
たすより最適化された無線システムである。
【摘要】
【０００８】
　一実施形態は、特定の構成されたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレ
ーム・インデックスに関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成
を表示するために、ネットワークノードによって、時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／
ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを提供することを含む方法を対象にする。
【０００９】
　一実施形態において、固定ダウンリンク・サブフレームのＤＣＩフォーマット１Ｃは、
関連する特定の構成されたキャリアのための複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するた
めに用いられる。
【００１０】
　一実施形態によれば、最高５つのキャリアは、一つまたはいくつかの固定ダウンリンク
・サブフレームにおいてＤＣＩフォーマット１Ｃでサポートすることができる。一実施形
態において、ダウンリンク・サブフレーム＃０、＃１、＃５、または＃６の少なくとも一
つは、構成されたキャリアの全てに対してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する。
【００１１】
　実施形態において、構成表示パターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームにお
ける１つのＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成とキャリアインデックスの
間のマッピング関係を含む。一実施形態によれば、構成することは、無線リソース制御（
ＲＲＣ）シグナリングを使用してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンを構成することを
含むことができる。
【００１２】
　別の実施形態は、少なくとも一つのプロセッサおよびコンピュータ・プログラム・コー
ドを含む少なくとも一つのメモリを含む装置を対象にする。少なくとも一つのメモリおよ
びコンピュータ・プログラム・コードは、少なくとも一つのプロセッサとともに、特定の
構成されたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関
連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために、装置
に少なくとも時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示
パターンを提供させるように構成される。
【００１３】
　別の実施形態は、ＲＲＣシグナリングにおいて時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダ
ウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを提供するための提供手段を含む装置を対象
にする。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、特定の構成されたキャリアおよび具体
的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃ
で複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられる。
【００１４】
　実施形態において、固定ダウンリンク・サブフレームのＤＣＩフォーマット１Ｃは、関
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連する特定の構成されたキャリアのための複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するため
に用いられる。
【００１５】
　一実施形態によれば、最高５つのキャリアは、一つまたはいくつかの固定ダウンリンク
・サブフレームにおいてＤＣＩフォーマット１Ｃでサポートすることができる。一実施形
態において、ダウンリンク・サブフレーム＃０、＃１、＃５、または＃６のうちの少なく
とも一つは、構成されたキャリアの全てに対してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する。
【００１６】
　実施形態において、構成表示パターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームにお
ける一つのＤＣＩフォーマットのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成とキャリアインデックスの間の
マッピング関係を含む。一実施形態によれば、提供手段は、無線リソース制御（ＲＲＣ）
シグナリングを使用してＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンを構成するための手段を含
むことができる。
【００１７】
　別の実施形態は、コンピュータ可読の媒体で実施される、コンピュータプログラムを対
象にする。コンピュータプログラムは、プロセッサで実行するとき、特定の構成されたキ
ャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩ
フォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために、時分割二重（ＴＤ
Ｄ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを提供することを含む
プロセスを実行できる。
【００１８】
　別の実施形態は、特定の構成されたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフ
レーム・インデックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構
成を表示するために、ネットワークノードによって、時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク
／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを受信することを含む方法を対象にする
。
【００１９】
　別の実施形態は、少なくとも一つのプロセッサおよびコンピュータ・プログラム・コー
ドを含む少なくとも一つのメモリを含む装置を対象にする。少なくとも一つのメモリおよ
びコンピュータ・プログラム・コードは、少なくとも一つのプロセッサとともに、特定の
構成されたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関
連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために、装置
に少なくとも時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示
パターンを受信させるように構成される。
【００２０】
　別の実施形態は、ＲＲＣシグナリングで時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリ
ンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを受信するための受信手段を含む装置を対象にする
。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、特定の構成されたキャリアおよび具体的な固
定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数
のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられる。
【００２１】
　別の実施形態は、コンピュータ可読の媒体で実施される、コンピュータプログラムを対
象にする。コンピュータプログラムは、プロセッサで実行するとき、特定の構成されたキ
ャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩ
フォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために、時分割二重（ＴＤ
Ｄ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成表示パターンを受信することを含む
プロセスを実行できる。
【００２２】
　本発明を適切に理解するために、添付の図面を参照しなければならない。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】７つの既存のＴＤＤ　ＵＬ―ＤＬ構成例を示す。
【図２】一実施形態の構成例を示す。
【図３】プライマリ・コンポーネント・キャリア（ＰＣＣ）の帯域幅が一実施形態に従っ
て２０ＭＨｚであると仮定する構成例を示す。
【図４】は、帯域幅が１．４ＭＨｚであり、そして構成されたキャリアの数が５である実
施形態例を示す。
【図５】は、５つのキャリアが構成されて、ＤＣＩフォーマット１ＣがＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ構成を表示するために用いられることができる実施例を示す。
【図６】実施形態による装置例を示す。
【図７】別の実施形態による装置例を示す。
【詳細説明】
【００２４】
　本発明の構成要素は、本願明細書に概して説明されて、図示されるように、多種多様な
異なる構成で配置して、設計することができると容易に理解される。このように、添付図
に表示するように、ＤＬ-ＵＬ干渉管理およびトラフィック適合（ｅＩＭＴＡ）に関する
ＴＤＤ強調のための時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構
成表示のシステム、方法、装置、およびコンピュータプログラム製品の実施形態について
の以下の詳細な説明は、本発明の範囲を限定することを目的とせず、単に本発明の選択さ
れた実施形態を表わすだけである。
【００２５】
　本願明細書の全体にわたって記載されている本発明の特徴、構造、または特性は、一つ
以上の実施形態にいかなる適切な方法でも組み込むことができる。例えば、本願明細書の
全体にわたる、句「特定の実施形態」、「いくつかの実施形態」、または他の類似の言葉
の使用は、実施形態に関連して記載されている特定の特徴、構造、または特性が本発明の
少なくとも一つの実施形態に含むことができるという事実に関連する。このように、本願
明細書の全体にわたる、句「特定の実施形態において」、「いくつかの実施形態において
」、「他の実施形態において」、または他の類似の言葉は、全てが実施形態の同じグルー
プに必ずしも関連するというわけではない。そして記載されている特徴、構造、または特
性は、一つ以上の実施形態にいかなる適切な方法でも組み込むことができる。加えて、必
要に応じて、後述するいろいろな機能は、異なる順序で、そして／または相互に並行して
実行できる。さらにまた、必要に応じて、記載されている機能の一つ以上は、任意である
かまたは組み合わせることができる。このように、以下の説明は、単に本発明の原理、教
示、および実施形態を示すだけであると考えるべきであり、そしてそれに限定されない。
【００２６】
　本発明の実施形態は、Ｒｅｌ-１２ワークアイテムｅＩＭＴＡ-「ＤＬ-ＵＬ干渉管理お
よびトラフィック適合のためのＬＴＥ　ＴＤＤに対する更なる強調」に関する。このｅＩ
ＭＴＡワークアイテムの目的は、アップリンクおよびダウンリンク・トラフィック変化に
マッチするためにトラフィック適合を実現することである。
【００２７】
　一般に、図１に示すように、ＬＴＥ　ＴＤＤは、７つの異なるＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成
を提供することによって非対称のＵＬ-ＤＬ配分を可能にする。図１に示したように、「
Ｄ」として示すサブフレームはダウンリンクであり、「Ｕ」として示すサブフレームはア
ップリンクであり、そして「Ｓ」として示すサブフレームは特殊である。具体的には、「
Ｓ」は、ダウンリンク・パイロット・タイム・スロット（ＤｗＰＴＳ）、ガード期間（Ｇ
Ｐ）、およびアップリンク・パイロット・タイム・スロット（ＵｐＰＴＳ）を含む特殊サ
ブフレームである。ＤｗＰＴＳは、ＤＬ物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を
送信するために用いることができる。ＵｐＰＴＳは、短いランダムアクセスチヤネル（Ｒ
ＡＣＨ）またはサウンディング参照信号（ＳＲＳ）を送信するために用いることができる
。ＧＰは、送信から受信へのスイッチングギャップである。
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【００２８】
　図１に示す配分は、４０％～９０％のＤＬサブフレームを提供できる。例えば、特殊サ
ブフレームがＤＬサブフレームとみなされる場合、ＵＬ-ＤＬ構成０は、４つのＤＬサブ
フレームおよび６つのＵＬサブフレームを提供する。それで、ＤＬリソース比率は４０％
である。同様に、それはＵＬ-ＤＬ構成５に対して９０％である。
【００２９】
　ＵＬ-ＤＬ配分に適応するための現在のメカニズムは、６４０ｍｓの期間を有するシス
テム情報変化手順に基づく。具体的なＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、システム情報ブロック
１（ＳＩＢ-１）シグナリングによって準統計的に通知される。
【００３０】
　ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡの目的のうちの一つは、ＴＤＤ　ＵＬ-ＤＬ構成を表示して、後方
互換性を保証するためにシグナリングメカニズムを提供することである。上記の図１に示
すように、ＵＥ共通ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）は、ＵＬ／ＤＬ再構成表示と合致す
る。このＵＥ共通ＤＣＩの検出に応じて、ＵＥは、サービングセルの現在の無線フレーム
または次の無線フレームのためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を知ることになる。加えて、Ｕ
Ｅが、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再構成セットを知るために、この再構成セットを準統計的に構
成することにより、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを使用できる。しかしなが
ら、残りの問題のうちの一つは、ＵＥグループ共通ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）に関
して正確な内容を定めることである。ＵＬ-ＤＬ再構成表示が共通探索領域を経由して送
信され、そしてＵＥブラインド復号の量がレガシー動作と比較して不変に保たれると仮定
すると、２つのオプションが利用できるＵＥグループ共通ＤＣＩがある。第１のオプショ
ンは、ＵＥグループ共通ＤＣＩのサイズをＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに合わせるこ
とである。第２のオプションは、ＵＥグループ共通ＤＣＩのサイズをＤＣＩフォーマット
０／１Ａ／３／３Ａのサイズに合わせることである。
【００３１】
　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再構成セットは、ｅＮＢおよびＵＥのための利用できるＵＬ／ＤＬ
構成の範囲を制限する。それはＲＲＣシグナリングによって表示できる。ｅＮＢがこのセ
ットから一つのＵＬ／ＤＬ構成を決定する場合、それは、この決定されたＵＬ／ＤＬ構成
をＵＥ共通ＤＣＩ（例えば、ＤＣＩフォーマット１Ｃ）のＵＥに表示することを必要とす
る。例えば、この再構成セットは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０、１、２、および６から成
ることができる。ｅＩＭＴＡ機能が起動するときに、またはＵＥがｅＩＭＴＡモードでセ
ルワーキングにアクセスするときに、このセットはＲＲＣによって表示できる。それから
、ＵＥは、具体的なＵＬ／ＤＬ構成を知るために、ＵＥ共通ＤＣＩを受信する必要もあり
得る。
【００３２】
　ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードは、作動システム帯域幅に依存して、８と１５ビ
ットの間で変化する（ＣＲＣビットを除外する）。これは、キャリアアグリゲーションの
場合には、最高２つの構成されたキャリアのためのＵＬ-ＤＬ構成標識を伝達するために
明らかに十分であることに注意されたい。しかしながら、それは、最高５つのキャリアに
対してキャリアアグリゲーションをサポートするのに十分ではない。ＤＣＩフォーマット
０／１Ａ／３／３Ａのペイロードは、２１と２８ビットの間で変化し（ＣＲＣビットを除
外する）それは最高５つのキャリアに対してＵＬ-ＤＬ構成表示をサポートすることがで
きる。２つのオプションの主な違いは、ＤＣＩフォーマット１ＣがＤＣＩフォーマット０
／１Ａ／３／３Ａと比較して約１．５ｄＢのより良好なリンク性能（サービス区域）を有
するということである。さらにまた、検出信頼性は重要であり、そして、この理由のため
に、第１のオプション（すなわち、フォーマット１Ｃ）は好ましい。
【００３３】
　したがって、本発明の特定の実施形態は、キャリアアグリゲーションの場合には、ＤＣ
Ｉフォーマット１ＣによってＴＤＤ　ｅＩＭＴＡのためのＵＬ／ＤＬ構成表示に重点を置
く。しかしながら、本発明の実施形態は、ＤＣＩフォーマット１Ｃだけに限定されない。
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他のＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット０／１Ａ／３／３Ａ）は、特定の
実施形態に従って含むこともできる。
【００３４】
　例えば、構成されたキャリアの数が１以上であるとき、特定の実施形態は、ＴＤＤ　ｅ
ＩＭＴＡに対するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示のためのいくつかのスキームを提供する。
【００３５】
　第１の実施形態において、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングは、ＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ構成表示パターン（ＣＩＰ）を構成するために提供されて、それは、特定の構成さ
れたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連した
ＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられる。
少なくとも２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成が一つのＤＣＩフォーマット１Ｃで表示するこ
とができて、最高５つのキャリアを構成できると考慮すると、このＣＩＰパターンは、一
つの固定ダウンリンク・サブフレームの一つのＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ構成とキャリアインデックスの間のマッピング関係を含む。
【００３６】
　第２の実施形態において、ＲＲＣシグナリングは、７ビットフィールドを表示すること
によって動的ＵＬ／ＤＬ再構成セットを構成するために提供される。この実施形態によれ
ば、各ビットは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０～６からの昇順を有するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
構成番号に対応することができて、それは、対応するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成がトラフィ
ック適合のために使うことができるかどうかを表示する（例えば、「０」：使用せず、「
１」：使用する)。この例では、この動的ＵＬ／ＤＬ再構成表示の基準は次式による。

【００３７】
　ここで、ｉは１～７のビットフィールドのインデックスであり、ｎｉはｉ番目のビット
の２進値である。Ｍは構成されたキャリアの数であり、Ｍ≦５である。Ｘは作動帯域幅に
よるＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズである。これに基づいて、ＤＣＩフォー
マット１Ｃは、共通検索空間の一つの固定ダウンリンク・サブフレームに送信されて、特
定の構成されたキャリアと関連した複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成の連結を表示できる。
【００３８】
　第３の実施形態において、公式化は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と関連するキャリアのマ
ッピング関係を導出するために用いる。この公式化は標準で指定することができて、ｅＮ
ＢおよびＵＥの両方とも同じ規則でそれを実行しなければならない。ＤＣＩフォーマット
１Ｃのペイロードサイズが作動帯域幅に依ることを考慮すると、必要とされる固定ダウン
リンク・サブフレーム（例えば、Ｙ）の数は、

に設定できる。これに基づいて、一つの無線フレームで、ＤＬサブフレーム＃ｋｎ（Ｋ＝
｛０、１、５、６｝、ｎ＝０、１、２、３）は、昇順キャリアインデックスを有する特定
のキャリアと関連するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を送信するために用いる。具体的には、Ｄ
Ｌサブフレーム＃ｋｎのＤＣＩフォーマット１Ｃは、
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と関連した複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を送信するために用いることができる。ＤＬサ
ブフレーム＃ｋｎのＤＣＩフォーマット１Ｃが、残りのキャリアに関連するＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ構成を表示するのに十分でない場合、すべての構成されたキャリアのためのＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ構成が表示されることができるまで、ＤＬサブフレーム＃ｋｎ＋1のＤＣＩ
フォーマット１Ｃを用いることができる。このようにして、各キャリアのためのＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ構成は、ＤＣＩフォーマット１Ｃによって一つの無線フレームに表示できる。
【００３９】
　第４の実施形態において、公式化は、すべての構成されたキャリアのＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ構成と時間スケール情報のマッピング関係を導出するために用いる。この公式化は標準
で指定されることができて、ｅＮＢおよびＵＥの両方とも同じ規則でそれを実行しなけれ
ばならない。時間スケールは動的ＵＬ／ＤＬ再構成期間であり、そしてＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ構成はこの期間に不変に保たれる。通常、それは一つあるいはいくつかの無線フレーム
に等しい。時間スケール情報は、構成されたキャリアの数に従ってＵＥに表示する必要が
あり得る。公式化は標準で指定されることができて、ｅＮＢおよびＵＥの両方とも同じ規
則でそれを実行しなければならない。構成されたキャリア（例えば、ＣＣ１、ＣＣ２、・
・・、ＣＣＭ、Ｍ≦５）の数は、ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡのための時間スケール（例えば、Ｙ
無線フレーム）に等しい。特定の無線フレームがＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｙ＝ｍを満たすときに
、ＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＣＣｍ＋１と関連する。ここで、
ｍは、Ｙで割ったＳＦＮの剰余である。このようにして、各キャリアのためのＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ構成は、一つの動的ＵＬ／ＤＬ再構成期間内に異なる無線フレームに表示できる
。あるいは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズが作動帯域幅によることを考慮
すると、時間スケール（例えば、Ｙ無線フレーム）は

に設定できる。このようにして、特定の無線フレームがＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｙ＝ｍを満たす
ときに、ＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は

と関連する。
【００４０】
　上述のように、ＬＴＥ　ＴＤＤにおいて、７つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はリリース８
から特定された。これらの構成は、４０％～９０％のＤＬサブフレームを提供できる。し
かしながら、いくつかの構成は、全く同様のＤＬ／ＵＬ比率を提供できる。例えば、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ構成２および４は、両方とも８０％のＤＬ比率を提供できる。一方では、
全７つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成が再構成のために動的に選択される場合、一つのＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ構成が異なる切換えポイントを有する別のものに変えられるときに、ＤＬま
たはＵＬのＨＡＲＱタイミングおよびＰＵＳＣＨ伝送または転送タイミングは、難しくな
ることがあり得る。この態様において、より多くの標準化効果が、タイミング問題を解決
するために必要である。
【００４１】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）のために構成されるＵＥは、あらゆる構成されたサ
ービングセルのＵＬ／ＤＬ構成の再構成のために、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）の共通
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検索空間（ＣＳＳ）をモニターするように構成できる。全てのサービングセルが同じ再構
成時間スケールを有すると仮定する場合、１５ビットは、最高５つの構成されるサービン
グセルのための再構成を表示するのに必要である。ＤＣＩフォーマット１Ｃが６つのＬＴ
Ｅシステム帯域幅のために表１に示すように限られたペイロードサイズを提供するので、
これは不可能である。
【００４２】
　［表１］ＤＣＩフォーマット１Ｃペイロードサイズ

【００４３】
　上に導入したように、第１の実施形態によれば、原則は、ＰＣｅｌｌのどの固定ダウン
リンク・サブフレームが、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズおよび構成された
キャリアの数に従ってどのキャリアと関連するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示を送信するた
めに用いるというマッピング関係を明確に示すために、パターンを事前に定めることであ
る。ＲＲＣシグナリングは、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターン（ＣＩＰ）を構成する
ために設けられて、それは、特定の構成されたキャリアおよび具体的な固定ダウンリンク
・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ構成を表示するために用いられる。少なくとも２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成が一
つのＤＣＩフォーマット１Ｃで表示することができて、最高５つのキャリアを構成できる
ことを考えれば、このＣＩＰパターンは、一つの固定ダウンリンク・サブフレームの一つ
のＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成とキャリアインデックスのマッピン
グ関係を含む。一つの実施例を下記の表２に示す。表２は、特定のキャリアのためのＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ構成をＰＣＣの特定の固定ダウンリンク・サブフレームにマップする。す
なわち、ＣＣ１およびＣＣ２のためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＰＣＣのＤＬサブフレー
ム０に送信され、ＣＣ３およびＣＣ４のためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＰＣＣのＤＬサ
ブフレーム１に送信され、そしてＣＣ５のためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＰＣＣのＤＬ
サブフレーム５に送信される。
【００４４】
　［表２］構成表示パターン

【００４５】
　図２は、第１の実施形態の構成例を更に示す。図２に示すように、ＰＣＣの帯域幅が１
．４ＭＨｚであり、そして構成されたキャリアの数が５である場合、ＤＬサブフレーム０
のＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ１、ＣＣ２と関連するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示
するために用いられることができる。ＤＬサブフレーム１のＤＣＩフォーマット１Ｃは、
ＣＣ３、ＣＣ４と関連するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられることがで
きる。ＤＬサブフレーム５のＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ５と関連するＴＤＤ　ＵＬ
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／ＤＬ構成を表示するために用いられることができる。
【００４６】
　ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示の頑強性を改善するために、構成表示パターンは、いくつ
かのキャリアのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を繰り返すことができる。一つの実施例を表３に
示す。
【００４７】
　［表３］構成表示パターン

【００４８】
　このＣＩＰパターンはＰＣｅｌｌの帯域幅による。ＰＣＣの帯域幅が２０ＭＨｚである
場合、最高５つのキャリアは、一つのＤＬサブフレームの一つのＤＣＩフォーマット１Ｃ
にサポートされることができる。このマッピングパターンは、例えば、下記の表４に示さ
れる。ＰＣＣの帯域幅が第１の実施形態に従って２０ＭＨｚである場合、図３は構成例を
示す。
【００４９】
　［表４］構成表示パターン

【００５０】
　上述のように、第２の実施形態において、原則は、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロー
ドサイズおよび構成されたキャリアの数に適応するために、減らされたＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成セットを可能にすることである。ＲＲＣシグナリングは、７ビットフィールドを
表示することによって、動的ＵＬ／ＤＬ再構成セットを構成するために提供されて、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ構成０～６からの昇順を有するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成番号に対応する各
ビットは、対応するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成がトラフィック適合のために使用できるかど
うかを表示する（例えば、「０」：使用せず、「１」：使用する)。この動的ＵＬ／ＤＬ
再構成表示の基準は、次式による。

【００５１】
　　ここで、ｉは１～７のビットフィールドのインデックスであり、そしてｎｉはｉ番目
のビットの二進値である。Ｍは構成されたキャリアの数であり、そしてＭ≦５である。Ｘ
は作動帯域幅によるＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズである。
【００５２】
　例えば、帯域幅が１．４ＭＨｚであり、そして構成されたキャリアの数が５である場合
、Ｍ＝５、Ｘ＝８である。したがって、ＲＲＣシグナリングによって信号を送られる動的
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ＵＬ／ＤＬ再構成セットのビットフィールドは、「１０１００００」であり得る。その意
味で、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０および２だけを使用できる。したがって、ＵＬ／ＤＬ構
成表示のためのＵＥ共通ＤＣＩの１ビットは、現在の実際的なＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を
表示するのに十分である。このように、一つのＤＣＩフォーマット１Ｃは、昇順を有する
最高５つのキャリアのためのＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられることができる。
この実施形態において、ＵＬ／ＤＬ再構成セット表示のためのＲＲＣシグナリングに加え
て、物理層シグナリング（すなわち、ＵＥ共通ＤＣＩ）は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成をグ
ループＵＥに表示するために用いられる。
【００５３】
　別の例として、帯域幅が３ＭＨｚであり、そして構成されたキャリアの数が５である場
合、Ｍ＝５、Ｘ＝１０である。したがって、ＲＲＣシグナリングによって信号を送られる
動的ＵＬ／ＤＬ再構成セットのためのビットフィールドは、「１１１０００１」であり得
る。その意味で、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０、１、２、および６だけを使用できる。それ
から、２ビットは、ＵＬ／ＤＬ構成表示のためのＵＥ共通ＤＣＩで現在の実際的なＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するのに十分である。このようにして、一つのＤＣＩフォーマッ
ト１Ｃは、昇順を有する最高５つのキャリアのためのＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用
いられることができる。このように、ＰＣｅｌｌのＤＬサブフレーム０の一つのＤＣＩフ
ォーマット１Ｃだけは、最高５つのキャリアのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するのに十
分である。
【００５４】
　第３の実施形態において、公式化は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と関連するキャリアのマ
ッピング関係を導出するために用いることができる。この実施形態の原則は、ＰＣｅｌｌ
のどの固定ダウンリンク・サブフレームが、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズ
および構成されたキャリアの数に従ってどのキャリアと関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成
表示を送信するために用いるというマッピング関係を暗に導出するために事前に定義され
た式を使用することである。この公式化は標準で指定される必要があり、ｅＮＢおよびＵ
Ｅの両方とも同じ規則でそれを実行しなければならない。ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイ
ロードサイズが作動帯域幅によることを考慮すると、必要とされる固定ダウンリンク・サ
ブフレーム（例えば、Ｙ）の数は、

に設定できる。例えば、帯域幅が１．４ＭＨｚであり、そして構成されたキャリアの数が
５である場合、Ｍ＝５、Ｘ＝８、Ｙ＝３である。これに基づいて、ＤＬサブフレーム０の
ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ１、ＣＣ２と関連した２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を
送信するために用いる。ＤＬサブフレーム１のＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ３、ＣＣ

４と関連した２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられる。ＤＬサブフレ
ーム５のＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ５と関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示す
るために用いられる。このように、各キャリアのためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、ＤＣ
Ｉフォーマット１Ｃによって一つの無線フレームで表示できる。
【００５５】
　上に導入したように、第４の実施形態において、時間スケール情報は、構成されたキャ
リアの数に従ってＵＥに表示する。この実施形態の原則は、どの無線フレームにおいてＰ
Ｃｅｌｌの１つの事前に定められた固定ダウンリンク・サブフレームが、構成されたキャ
リアの数および／またはＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズに従って、どのキャ
リアと関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示を送信するために用いるというマッピング関
係を暗に導出するために事前に定義された式を使用することである。ＰＣｅｌｌのこの事
前に定められた固定ダウンリンク・サブフレームおよびＵＬ／ＤＬ再構成のための時間ス
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ケールは、ＲＲＣシグナリングによってＵＥに表示できる。公式化は標準で指定される必
要があり、ｅＮＢおよびＵＥの両方とも同じ規則でそれを実行しなければならない。構成
されたキャリア（例えば、ＣＣ１、ＣＣ２、・・・、ＣＣＭ、Ｍ≦５）の数は、ＴＤＤ　
ｅＩＭＴＡのための時間スケール（例えば、Ｙ無線フレーム）に等しい。特定の無線フレ
ームがＳＦＮ　ｍｏｄ　Ｙ＝＝ｍを満たすときに、ＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ構成はＣＣｍ＋１と関連する。
【００５６】
　図４は、第４の実施形態による実施例を示し、そこにおいて、帯域幅が１．４ＭＨｚで
あり、そして構成されたキャリアの数が５であるとき、Ｍ＝５、Ｙ＝５である。これに基
づいて、特定の無線フレームがＳＦＮ　ｍｏｄ　５＝０を満たすときに、ＤＣＩフォーマ
ット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＣＣ１と関連し；...；特定の無線フレームがＳＦ
Ｎ　ｍｏｄ　５＝４を満たすときに、ＤＣＩフォーマット１ＣのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成
はＣＣ５と関連する。
【００５７】
　あるいは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズが作動帯域幅によることを考慮
すると、時間スケール（例えば、Ｙ無線フレーム）は、

に設定できる。これに基づいて、ＳＦＮ　ｍｏｄ　３＝＝０を満たす無線フレームのＤＣ
Ｉフォーマット１Ｃは、ＣＣ１、ＣＣ２と関連した２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を送信
するために用いることができる。ＳＦＮ　ｍｏｄ　３＝１を満たす無線フレームのＤＣＩ
フォーマット１Ｃは、ＣＣ３、ＣＣ４と関連した２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示す
るために用いられることができる。加えて、ＳＦＮ　ｍｏｄ　３＝＝２を満たす無線フレ
ームのＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＣ５と関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示する
ために用いられることができる。
【００５８】
　図５は、５つのキャリアが構成される別の実施例を示す。このように、各キャリアのた
めのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、一つの動的ＵＬ／ＤＬ再構成期間内に異なる無線フレー
ムに表示できる。
【００５９】
　図６は、実施形態による装置１０の実施例を示す。一実施形態において、装置１０は、
ネットワーク要素、例えば基地局またはｅＮＢであり得る。更に、当業者が、装置１０が
図６に示されない構成要素または特徴を含むことができると理解することに留意する必要
がある。本発明の説明のために必要なそれらの構成要素または特徴だけを図６に示す。
【００６０】
　図６に示すように、装置１０は、情報を処理して、命令または動作を実行するためのプ
ロセッサ２２を含む。プロセッサ２２は、いかなるタイプの汎用または特殊用途のプロセ
ッサでもあり得る。単一のプロセッサ２２が図６に示されるが、複数のプロセッサが他の
実施形態に従って利用できる。事実、実施例として、プロセッサ２２は、汎用コンピュー
タ、特殊用途のコンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、フィールド・プログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、およびマルチコア・プロセッサ・アーキテクチャに基づいたプロセッサのうち
の一つ以上を含むことができる。
【００６１】
　装置１０はメモリ１４を更に含み、それは、プロセッサ２２によって実行できる情報お
よび命令を格納するために、プロセッサ２２に連結できる。メモリ１４は、一つ以上のメ
モリであり、そしてローカル・アプリケーション環境に適したいかなるタイプでもあり、
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そして半導体ベースの記憶装置、磁気記憶装置およびシステム、光学記憶装置およびシス
テム、固定メモリ、ならびに着脱式メモリのような、あらゆる適切な揮発性または不揮発
性のデータ格納技術を用いて実施できる。例えば、メモリ１４は、ランダム・アクセス・
メモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気または光学ディスクのような静的
記憶装置、あるいはその他のタイプの非一時的機械または計算機可読の媒体のいかなる組
合せからも成ることができる。メモリ１４に格納される命令は、プロセッサ２２により実
行されるときに、装置１０が本願明細書に記載されているタスクを実行することを可能に
するプログラム命令またはコンピュータ・プログラム・コードを含むことができる。
【００６２】
　装置１０は、装置１０へ／から信号および／またはデータを送受信するための一つ以上
のアンテナ２５を含むこともできる。装置１０は、情報を送受信するように構成されるト
ランシーバ２８を更に含むことができる。例えば、トランシーバ２８は、アンテナ２５に
よる送信のために情報をキャリア波形に変調して、装置１０の他の要素による更なる処理
のためにアンテナ２５を介して受信する情報を復調するように構成できる。他の実施形態
において、トランシーバ２８は、信号またはデータを直接に送受信できる。
【００６３】
　プロセッサ２２は、アンテナ利得／位相パラメータの事前符号化、通信メッセージを形
成する個々のビットの符号化および復号化、情報のフォーマッティングを制限せずに含む
、装置１０の動作と関連した機能、および通信リソースの管理と関連したプロセスを含む
、装置１０の全体の制御を実行できる。
【００６４】
　実施形態において、メモリ１４は、プロセッサ２２により実行されるときに機能を提供
するソフトウェアモジュールを格納する。モジュールは、例えば、オペレーティングシス
テム機能を装置１０に提供するオペレーティングシステムを含むことができる。メモリは
、更なる機能を装置１０に提供するために、一つ以上の機能モジュール、例えばアプリケ
ーションまたはプログラムを格納することもできる。装置１０の構成要素は、ハードウェ
アにおいて、またはハードウェアとソフトウェアのいかなる適切な組合せとしても実施で
きる。
【００６５】
　一実施形態において、装置１０は、ＬＴＥのｅＮＢのような、通信ネットワークの基地
局であり得る。実施形態において、装置１０は、例えばＲＲＣシグナリングを使用して、
ＤＣＩフォーマット１Ｃの複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用いられるＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターン（ＣＩＰ）を構成するために、メモリ１４およびプロ
セッサ２２によって制御できる。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、特定の構成されたキャリア
および具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連できる。
【００６６】
　別の実施形態では、装置１０は、例えばＲＲＣシグナリングを使用して、７ビットフィ
ールドを表示することによって動的ＵＬ／ＤＬ再構成セットを構成するために、メモリ１
４およびプロセッサ２２によって制御できる。各ビットは、例えば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
構成番号に対応できる。例えば、各ビットは、対応するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成がトラフ
ィック適合に使うことができるかどうか表示する、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０から６まで
の昇順を有するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成に対応できる。実施形態によれば、動的ＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成表示の基準は次式による。

【００６７】
　ここで、ｉは１から７までのビットフィールドのインデックスであり、ｎｉはｉ番目の
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ビットの二進値であり、Ｍは構成されたキャリアの数であり、そしてＭ≦５であり、そし
てＸは作動帯域幅によるＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズである。
【００６８】
　別の実施形態では、装置１０は、公式化を用いて、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と関連する
キャリアのマッピング関係を導出するために、メモリ１４およびプロセッサ２２によって
制御できる。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＤＣＩフォーマット１Ｃであり、そして固定ダウ
ンリンク・サブフレーム（Ｙ）の数は、

に設定できる。
【００６９】
　さらに別の実施形態では、装置１０は、構成されたキャリアの数に従って時間スケール
情報をＵＥに表示するために、メモリ１４およびプロセッサ２２によって制御できる。一
つの実施例によれば、構成されたキャリアの数は、ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡのための時間スケ
ールに等しくできる。各キャリアのためのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成は、一つのＵＬ／ＤＬ
再構成期間内に異なる無線フレームのＰＣｅｌｌの固定ダウンリンク・サブフレームのう
ちの一つに表示できる。
【００７０】
　図７は、別の実施形態による装置２０の実施例を示す。実施形態において、装置２０は
、通信ネットワーク、例えば移動局またはユーザ機器（ＵＥ）と関連したノードであり得
る。装置２０が図７に示されない構成要素または特徴を含むことができることを、当業者
が理解する点に留意する必要がある。
【００７１】
　図７に示すように、装置２０は、情報を処理して、命令または動作を実行するためのプ
ロセッサ３２を含む。プロセッサ３２は、いかなるタイプの汎用または専用のプロセッサ
でもあり得る。単一プロセッサ３２が図７に示されるが、複数のプロセッサは他の実施形
態に従って利用できる。事実、実施例として、プロセッサ３２は、汎用コンピュータ、専
用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールド
・プログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、お
よびマルチコア・プロセッサ・アーキテクチャに基づいたプロセッサのうちの一つ以上を
含むことができる。
【００７２】
　装置２０はメモリ３４を更に含み、それは、プロセッサ３２によって実行できる情報お
よび命令を格納するために、プロセッサ３２に連結できる。メモリ３４は、一つ以上のメ
モリ、そしてローカル・アプリケーション環境に適しているいかなるタイプでもあり、そ
して半導体ベースのメモリ素子、磁気メモリ素子およびシステム、光学メモリ素子および
システム、固定メモリ、ならびに着脱可能なメモリのような、あらゆる適切な揮発性また
は不揮発性のデータ格納技術を使用して実施できる。例えば、メモリ３４は、ランダム・
アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気または光学ディスクの
ような静的記憶装置、あるいはその他のタイプの非一時的機械または計算機可読の媒体の
いかなる組合せからも成ることができる。メモリ３４に格納される命令は、プロセッサ３
２により実行されるときに、装置２０が本願明細書に記載されているタスクを実行するこ
とを可能にするプログラム命令またはコンピュータ・プログラム・コードを含むことがで
きる。
【００７３】
　装置２０は、装置２０へ／から信号および／またはデータを送受信するための一つ以上
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のアンテナ３５を含むこともできる。装置２０は、情報を送受信するように構成されたト
ランシーバ３８を更に含むことができる。例えば、トランシーバ３８は、アンテナ３５に
よる送信のために情報をキャリア波形に変調して、装置２０の他の要素による更なる処理
のためにアンテナ３５を介して受信した情報を復調するように構成できる。他の実施形態
において、トランシーバ３８は、信号またはデータを直接送受信できる。
【００７４】
　プロセッサ３２は、アンテナ利得／位相パラメータの事前符号化、通信メッセージを形
成する個々のビットの符号化および復号化、情報のフォーマッティングを制限せずに含む
、装置２０の動作と関連した機能、および通信リソースの管理と関連したプロセスを含む
、装置２０の全体の制御を実行できる。
【００７５】
　実施形態において、メモリ３４は、プロセッサ３２により実行されるときに機能を提供
するソフトウェアモジュールを格納する。モジュールは、例えば、オペレーティングシス
テム機能を装置２０に提供するオペレーティングシステムを含むことができる。メモリは
、更なる機能を装置２０に提供するために、一つ以上の機能モジュール、例えばアプリケ
ーションまたはプログラムを格納することもできる。装置２０の構成要素は、ハードウェ
アにおいて、またはハードウェアとソフトウェアのいかなる適切な組合せとしても実施で
きる。
【００７６】
　上記したように、一実施形態によれば、装置２０は移動局またはＵＥであり得る。この
実施形態において、装置２０は、時分割二重（ＴＤＤ）アップリンク／ダウンリンク（Ｕ
Ｌ／ＤＬ）構成表示パターンを受信するために、メモリ３４およびプロセッサ３２によっ
て制御できる。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターンは、特定の構成されたキャリアおよ
び具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックスと関連したＤＣＩフォーマッ
ト１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示できる。
【００７７】
　他の実施形態は、ＴＤＤ　ｅＩＭＴＡのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示のための方法を含
むことができる。一つの方法は、例えばＲＲＣシグナリングを使用して、特定の構成され
たキャリアおよびＰＣｅｌｌの具体的な固定ダウンリンク・サブフレーム・インデックス
と関連したＤＣＩフォーマット１Ｃで複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成を表示するために用
いられるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示パターン（ＣＩＰ）を構成することを含む。したが
って、この実施形態は、ＰＣｅｌｌのどの固定ダウンリンク・サブフレームが、ＤＣＩフ
ォーマット１Ｃのペイロードサイズおよび構成されたキャリアの数に従ってどのキャリア
と関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示を送信するために用いるというマッピング関係を
明確に示すためにパターンを事前に定めることができる。
【００７８】
　別の実施形態は、例えばＲＲＣシグナリングを使用して、７ビットフィールドを表示す
ることによって動的ＵＬ／ＤＬ再構成セットを構成することを含む方法を対象にする。し
たがって、この実施形態は、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズおよび構成され
たキャリアの数に適応するために、減少したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ再構成セットを可能にす
ることができる。各ビットは、例えば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成番号に対応できる。例え
ば、各ビットは、対応するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成がトラフィック適合に使うことができ
るかどうか表示する、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成０から６までの昇順を有するＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ構成に対応できる。実施形態によれば、動的ＵＬ／ＤＬ再構成表示の基準は次式に
よる。
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　ここで、ｉは１から７までのビットフィールドのインデックスであり、ｎｉはｉ番目の
ビットの二進値であり、Ｍは構成されたキャリアの数であり、そしてＭ≦５であり、そし
てＸは作動帯域幅によるＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズである。
【００８０】
　別の実施形態は、公式化を用いて、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成と関連するキャリアのマッ
ピング関係を導出することを含む方法を対象にする。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成はＤＣＩフ
ォーマット１Ｃであり、そして固定ダウンリンクサブフレーム（Ｙ）の数は

に設定できる。したがって、この実施形態は、ＰＣｅｌｌのどの固定ダウンリンク・サブ
フレームが、ＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイズおよび構成されたキャリアの数
に従ってどのキャリアと関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示を送信するために用いると
いうマッピング関係を暗に導出するために事前に定めた式を使用できる。
【００８１】
　別の実施形態は、構成されたキャリアの数に従って時間スケール情報をＵＥに表示する
ことを含む方法を対象にする。一つの実施例によれば、構成されたキャリアの数は、ＴＤ
Ｄ　ｅＩＭＴＡのための時間スケールに等しいことがある。各キャリアのためのＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ構成は、一つのＵＬ／ＤＬ再構成期間内に異なる無線フレームのＰＣｅｌｌの
固定ダウンリンク・サブフレームのうちの一つに表示できる。したがって、この実施形態
は、どの無線フレームでＰＣｅｌｌの一つの事前に定めた固定ダウンリンク・サブフレー
ムが、構成されたキャリアの数および／またはＤＣＩフォーマット１Ｃのペイロードサイ
ズに従って、どのキャリアと関連したＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成表示を送信するために用い
るというマッピング関係を暗に導出するために事前に定めた式を使用できる。ＰＣｅｌｌ
のこの事前に定めた固定ダウンリンク・サブフレームおよびＵＬ／ＤＬ再構成のための時
間スケールは、ＲＲＣシグナリングによって、ＵＥに表示できる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、上記の図４に示すような、本願明細書に記載の方法のいずれ
の機能も、メモリあるいは他のコンピュ－タ可読であるかまたは有形的表現媒体に格納さ
れるソフトウェアおよび／またはコンピュータ・プログラム・コードにより実施されて、
プロセッサにより実行することができる。他の実施形態において、機能は、例えば、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラム可能なゲートアレイ（ＰＧＡ）、フィールド
・プログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはハードウェアとソフトウェアの他
のいかなる組合せを用いることにより、ハードウェアによって実行できる。
【００８３】
　上述の発明は、処理の順序を変えて、および／または開示されるものとは異なる構成の
ハードウェア要素によって、実施することが可能である。本明細書では、好ましい実施形
態を使って本発明を説明してきたが、本発明の思想および範囲を逸脱しない様々な変更態
様、変形、代替の構造が存在することは明らかである。特許発明の境界および範囲を決定
するためには、添付の特許請求の範囲を参照しなければならない。
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